
 

 

 

令和７年１１月２８日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

一部改正について（概要） 

１ 改正の趣旨 

  特別区人事委員会の勧告等に伴う職員の給与改定に準じて、会計年度任用職員の給

与改定にかかる規定整備を行う。 

 

２ 改正の概要 

(1) 第１条による改正 

会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ 0.025 月引き上

げる。(第１６条、第１６条の２関係) 

(2) 第２条による改正 

ア 第１条の改正規定から会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を

それぞれ 0.0125 月引き下げることにより、調整を行う。(第１６条、第１６条の

２関係) 

イ 学校教育法の一部改正に伴う引用条文の項ずれの改正を行う。（別表関係） 

 

３ 施行期日 

  第１条の改正規定は公布の日から、第２条の改正規定は令和８年４月１日からとす

る。 
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江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（当初）】 【第１条（公布の日施行）】 

第１条～第１５条 （略） 第１条～第１５条 （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬を基礎として規則で定

める額に１００分の１２５を乗じて得た額

に、規則で定める支給割合を乗じて得た額と

する。 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬を基礎として規則で定

める額に１００分の１２７．５を乗じて得た

額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額

とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ 勤勉手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬の額を基礎として規則

で定める額に、１００分の１１７．５を乗じ

て得た額に、勤務成績に応じて規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 勤勉手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬の額を基礎として規則

で定める額に、１００分の１２０を乗じて得

た額に、勤務成績に応じて規則で定める支給

割合を乗じて得た額とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第１７条～第２１条 （略） 第１７条～第２１条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 
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江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（公布の日施行）】 【第２条（令和８年４月１日施行）】 

第１条～第１５条 （略） 第１条～第１５条 （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬を基礎として規則で定

める額に１００分の１２７．５を乗じて得た

額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額

とする。 

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬を基礎として規則で定

める額に１００分の１２６．２５を乗じて得

た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ 勤勉手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬の額を基礎として規則

で定める額に、１００分の１２０を乗じて得

た額に、勤務成績に応じて規則で定める支給

割合を乗じて得た額とする。 

２ 勤勉手当の額は、第４条及び第５条の規定

により決定された報酬の額を基礎として規則

で定める額に、１００分の１１８．７５を乗

じて得た額に、勤務成績に応じて規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第１７条～第２１条 （略） 第１７条～第２１条 （略） 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

（略） 
 

（略） 
 

備考 備考 

 １ （略）  １ （略） 

 ２ この表において「講師」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第２７

条第１０項に規定する講師をいう。 

２ この表において「講師」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第２７

条第１１項に規定する講師をいう。 
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【江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（令和７年 

月江東区条例第 号）附則】 

現行 改正案 

 附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和８年４月１日から施行す

る。 
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